
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年１２月２４日 １１時４５分ごろ 

発生場所 兵庫県新温泉
しんおんせん

町鬼門
き も ん

埼東方沿岸 

 浜坂港矢
や

城
じょう

ケ鼻灯台から真方位０７４°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３８.４′ 東経１３４°２７.８′） 

事故の概要 漁船第三松栄
しょうえい

丸は、漂泊中、波を受けて転覆した。 

 第三松栄丸は、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三松栄丸、０.３７トン 

 ＨＧ３－２８６４４（漁船登録番号）、個人所有 

 ３.９０ｍ（Lr）×１.０１ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５２年５月

１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年３月７日 

  免許証交付日 平成２５年６月１４日 

         （平成３１年５月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.３ｍ、水温 約１７℃ 

 気象庁の情報によれば、鬼門埼北方沖に、波高約１.０ｍ、周期約

６秒の波浪があった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、採貝漁を終えて帰港しようとした

ところ、船外機が始動しなかったので、平成２７年１２月２４日１１

時００分ごろ備えていた櫓
ろ

を漕いで漁場を出発した。 

本船は、１１時４０分ごろ鬼門埼東方沿岸において、船首を南方に

向けて漂泊を始め、船長が休憩していたところ、１１時４５分ごろ高
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波を右舷に受けて転覆した。 

 船長は、本船の船底につかまっているところを通り掛かった渡船に

発見され、渡船の船長から通報を受けた海上保安庁が要請した水難救

済会の所属船に救助され、新温泉町浜坂港に運ばれた後、救急車で病

院に搬送された。 

 本船は、水難救済会の所属船及び巡視艇により浜坂港にえい
．．

航され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、和船型であった。 

鬼門埼東方沿岸は、絶壁が続き、海底が海岸に向けて急峻となって

いて、水上岩が点在しているので、波が変形して磯波が発生しやすい

海域である。 

船長は、漂泊を始める際、周囲に磯波が発生している状況を認めた

ものの、小さい波に見えたので、安全に漂泊できると思った。 

船長は、本事故時、波高約１.３ｍの磯波を見た。 

 船長の携帯電話は、防水型ではなかった。 

船長は、本事故時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、鬼門埼東方沿岸において、漂泊中、波高約１.３ｍの磯波

を正横に受けたことから、転覆したものと考えられる。 

船長は、漂泊を始める際、周囲に磯波が発生している状況を認めた

ものの、小さい波に見えたことから、安全に漂泊できると思ったもの

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、鬼門埼東方沿岸において、漂泊中、波高約１.

３ｍの磯波を正横に受けたため、転覆したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・磯波の発生する海域で漂泊しないこと。 

・船外機の点検を適切に行うこと。 

 ・防水型携帯電話等を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保し

ておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 


